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目的

経管栄養の患者に薬剤を投与する場合
 当院では可能な限り簡易懸濁法を用い
 ているが、特別なマニュアル無しに実
 施している。

そこで今回、当院の簡易懸濁法の現状
 を調査し、より適正に実施するための
 検討を行ったので報告する。



調査方法
【調査①】

＜対象・方法＞

各病棟（全７病棟）のNSTチームの看護師を病棟の代表と
 し、簡易懸濁法に関するアンケート調査を実施（全７件）

＜調査内容＞

– 溶解方法（溶かす容器、何のお湯を使用するか）

– お湯の温度の決め方

– 薬の放置時間

– 溶解しない薬の経験の有無
 

等

【調査②】

無作為で選んだ各病棟の看護師１名に、簡易懸濁法に使用
 するお湯を作ってもらい、その温度を測定（全７件）



アンケート結果①

Q1.薬を溶かす容器は？
 
Q2.何のお湯を使用？

カップ

 2件

注射器

 2件

カップ又は

注射器

 2件

病棟で決

まっていな

い, 1件

水道

6件

病棟で

決まって

いない, 

1件

＊その他の意見：病棟のポットのお茶

（n=7） （n=7）



当院の手技

＜注射器の場合＞

＜カップの場合＞

①蛇口からお湯をとる ②薬を入れて放置 ③注射器にとる

①注射器に薬を入れる ②お湯を入れて放置 （最後）チューブに注入



Q3.お湯の温度はどのように決めている?
（複数回答）


 

手で触った感覚：５件
・少し熱いと感じる程度

・人肌より少し熱め
 

など


 

蛇口のひねり具合：３件

個人の感覚で決めている

アンケート結果②



アンケート結果③

Q4.薬の放置時間は?

10～30分（２件）、30分（1件）

5～10分（１件）、5～30分（１件）

40～50分（１件）、10～90分（１件）

＜関連意見＞

溶けるまで放置している

濃流注入開始頃に溶き、終了時に注入している

腸瘻など濃流がゆっくりの人は、終了まで1～2時間かかる

平均20～30分（ほぼ10分以上）

長いと1時間以上のケースも･･･



Q5．今まで薬が溶けない事を経験した事がある？
（複数回答）

–自分で経験したことがある･･･３件
–現在又は過去の病棟内で経験したことがある

･･･６件
＜関連意見＞

溶けにくい薬がある（カプセル、漢方薬など）

溶けカスがチューブひっかかる薬がある

何種類も混ぜて投与するので何の薬が溶けにくいか分からない

アンケート結果④

全員が溶けなかった薬を自分あるいは
 病棟で経験したことがあると回答



溶解温度の調査結果

【実際のお湯の温度】

全体的に

温度は低め

A病棟 41℃ 熱湯の蛇口＋水道の蛇口

B病棟 37℃ 熱湯の蛇口＋水道の蛇口

C病棟 40℃ 病棟のポットのお茶

D病棟 38℃ 水道の蛇口の一番熱いお湯

E病棟 44℃ 熱湯の蛇口＋水道の蛇口

F病棟 37℃ 水道の蛇口の適度なお湯

Ｇ病棟 52℃ 水道の蛇口の一番熱いお湯

本

館

西

館

★H25年5月、「本館」が「新館」へ移転のため、

「新館」の水道の蛇口の一番熱いお湯の温度を測定･･･56℃



【調査結果より】

●実際の温度や放置時間が簡易懸濁法の約55℃で約10分
 という基準から外れるケースがあった。

●溶けない薬を経験したという回答が多かった。

【薬局での経験事例より】

●看護師から「溶かそうとしたが溶けなかった」と言われ、
 調べたら簡易懸濁法が不可の薬剤であった。

●簡易懸濁法が可能な薬剤が溶けにくいと言われた。

問題点

今回、薬が溶けない（溶けにくい）ことがあった点に注目！

→原因として考えられる点･･･①温度
 

②薬剤のﾁｪｯｸ不足



１．簡易懸濁法の可否をまず確認！
– 経管投与の場合、処方箋にその旨必ず記載を！持参薬の場合

 も確認

 
⇒薬局でﾁｪｯｸし、不可なら連絡します。

– 昨年から当院「医薬品集」に記載（一部薬剤除く）。ご活用下さい。

２．溶けにくい薬は、お湯の温度は高めに！
– 水道から高めのお湯が出る場合、一番高めで。

– 熱湯の蛇口と組み合わせる場合、熱湯：水＝2：1を目安に。

３．それでも溶けない場合、薬局にご連絡下さい。
– 粉砕等で対応します。

– その情報は、後で医薬品集等に反映させます。

対策（病棟への提案内容）



当院の
 

医薬品集



考察

●今回、問題点として溶けないあるいは溶けにくい薬があった

 
事を挙げ、対策に「簡易懸濁法の可否の確認を充実させるこ

 
と」及び「溶けにくい場合はお湯の温度を上げるよう意識す

 
ること」を院内に提案した。

●しかし、他に問題点として放置時間等の検討課題が残される。

●当院では現在、簡易懸濁法の可否を確認する手段として、院

 
内の『医薬品集』にその情報を掲載している。

●今後、院内マニュアルの作成やオーダーリングシステムへの

 
反映等により、より適正な実施に向けた検討を重ねたい。
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